
く保障鱒徴収リスク）・  

・給付費のうち9割は、公費と後期高齢者支援金により賄うこととしており、保険料収入で対応すべき部分は1割のみ  
・1割部分についても、  
ア 年金天引きを導入することなどにより、平均的には99％の徴収が確保される見込みであるほか、  
イ1％の未納リスクについても、・都道府県に設覆された財政安定化基金により貸付を行うとともに、  
り通常の徴収資力で徴収できない場合には、兼親分の半額を財政安定弛基金から交付することと．している。・  

各保険者の給付費  
未聞分について  
財政安定化基金が貸付  
半軌ま交付   
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g割は公賓 十  
後期高職者支援金  

でヂう：・  

年金天引き  

l…‾‾∴  

ど疋  
1C基金  

貸付交付  
半腐は交付）  

（給付増リスク）  

・給付費のうち媚帖、公費と壌期高齢考支擾金により賄うこ牢としており、保険料収入で対応す乍き部釧ま1割のみ。  
・高額な医療費については」その2分の1を国・都道府県が負担  

iさらに見込み以上の給付増について、都道府県に設置された財政安定化基金により貸付  

各保険者の給付費  
の見込み  

＃付糞の9割は  
公井 ＋  

後期高齢者  
支援金で賄う  

ヨ 
給付増に？いて財政  
安定化墓参より貸付  

二、・  

‾‾蘭画   


